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Ⅰ．制度の概要

１．「学生賠償責任保険」は、日本国内外での日常生活における
賠償事故を保障する「日常生活個人賠償責任補償特約」を付帯
したこども総合保険と日本国内外での正課の講義・行事・実習
における賠償事故を保障する賠償責任保険（「施設賠償責任保
険」、「生産物賠償責任保険」、「学生賠償責任補償特約」など）
で構成されています。
２．組合員脱退等による場合の終了
生協脱退等により組合員資格を喪失した場合には、契約は終
了となります。（生協脱退等には手続きが必要となります。）
３．変更および解約の手続き

ご加入内容を変更および解約する場合には、「変更申込書」
の提出が必要となります。
４．加入者（被保険者）となれる方
全国大学生協共済生活協同組合連合会の会員（※）の組合員
であり、保険期間の満了日において、満23歳未満であるか、学
校教育法に定める学校（大学・専門学校など）の学生の方とな
ります。

（※）全国大学生協共済生活協同組合連合会の会員
⑴ 消費生活協同組合法（以下「生協法」という。）により
設立された大学等の学生・院生及び教職員を主たる組合員
とする生活協同組合
⑵ 前号に該当する生活協同組合が事業の共同を目的として
生協法により設立した消費生活協同組合及び消費生活協同
組合連合会
⑶ 他の法律により設立された協同組織体で、生協法第２条
第１項各号に掲げる要件を備え、かつ、生活協同組合の行
う事業と同種の事業を行うことを目的とするもの

全国大学生協共済生活協同組合連合会
定款 第２章第６条（会員の資格）より

５．加入の限度
本制度の加入の限度は組合員ごとに１口となります。

６．死亡保険金の受取人について
本制度において、死亡保険金の受取人は加入者（被保険者）

の法定相続人となります。
７．団体契約のご説明
この保険は、全国大学生協共済生活協同組合連合会が保険契
約者となる団体契約です。
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８．被保険者（保険の保障を受けられる方）の範囲

約款・主な特約名

被 保 険 者

加入者
（※１）

加 入 者 の
親権者および
その他の法定
監督義務者

加入者の
配 偶 者

加入者の
ご 親 族
（※２）

・
義
講
の
課
正
（
活
生
常
日

中
）
む
含
を
等
習
実
・
事
行 こども総合保険普通保険

約款（傷害事故） 〇 × × ×

日常生活個人賠償責任補
償特約

〇
（※３）

〇
（※３）

〇
（※３）

〇
（※３）

傷害見舞費用補償特約 〇 〇 × ×

救援者費用等補償特約
（疾病補償追加型）

〇
（※４）

×
（※４）

×
（※４）

×
（※４）

・
義
講
の
課
正

中
習
実
・
事
行 賠償責任保険普通保険約款

施設所有（管理）者特別約款
生産物特別約款
学生賠償責任補償特約
人格権侵害補償特約

〇
（※５） × × ×

（※２）以下の方をいいます。
〇加入者もしくはその親権者または加入者の配偶者の同居の親
族

・親族とは、加入者もしくはその親権者または加入者の配偶者
の６親等内の血族、３親等内の姻族をいいます。

〇加入者もしくはその親権者または加入者の配偶者の別居の未
婚の子

・未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。

（※５）「正課の講義・行事・実習における医療関連実習の遂行」に
起因する感染事故損害防止費用をお支払いするにあたって
の被保険者には、その正課の講義・行事・実習を実施してい
る大学等が含まれます。（詳しくはP119をご参照ください。）

（※３）

（※１）

（※４）

（注１）

（注２）

（注３）

受託品の損壊・紛失・盗取による賠償責任についても保険
金支払の対象となりますが、対象となる受託品は加入者が
受託・管理する財物に限ります。
救援者とは、以下の方をいいます。
加入者の捜索、救助、移送もしくは看護または事故処理を
行うために現地に赴く加入者の親族またはこれらの方の代
理人をいいます。

加入者と加入者以外の方との続柄は、保険金支払の原因と
なった事故発生時におけるものをいいます。
日常生活個人賠償責任補償特約・賠償責任保険において
は、責任無能力者は被保険者（保険の保障を受けられる方）
に含みません。
親権者とは、未成年者かつ、婚姻をしたことがない方に対
して親権を行う方をいいます。したがいまして保険期間の
中途で加入者が成年（満20歳以上）に達した場合または
婚姻した場合は、上記の「親権者」にかかる部分は対象外
となりますのでご注意ください。

保険期間（保険のご契約期間）の満了日において満23歳未
満の方または学校教育法に定める学校（大学・専門学校な
ど）の学生である方に限ります。



Ⅱ．保障内容のあらまし（詳しくは保険約款をご覧ください。）

１．傷害事故の場合
⑴ 保険金をお支払いする場合

⑵ お支払いする保険金の内容

⑶ 保険金をお支払いできない主な場合



２．日本国内外での日常生活（正課の講義・行事・実習等を含
む）における賠償事故の場合
⑴ 保険金をお支払いする場合
① 日常生活個人賠償責任補償特約＋日常生活個人賠償責任
補償特約の一部変更に関する特約（受託品補償拡大型）





② 傷害見舞費用補償特約



⑵ お支払いする保険金の内容
① 日常生活個人賠償責任補償特約＋日常生活個人賠償責任
補償特約の一部変更に関する特約（受託品補償拡大型）

② 傷害見舞費用補償特約



⑶ 保険金をお支払いできない主な場合





３．日本国内外での正課の講義・行事・実習における賠償事故の
場合
⑴ 正課の講義・行事・実習の範囲



⑵ 保険金をお支払いする場合



⑶ お支払いする保険金の内容 

⑷ 保険金をお支払いできない主な場合





４．救援者費用等補償特約
⑴ 保険金をお支払いする場合



⑵ お支払いする保険金の内容

⑶ 保険金をお支払いできない主な場合







【ご注意いただきたいこと－傷害事故】

【ご注意いただきたいこと－賠償事故１】

【ご注意いただきたいこと－賠償事故２】

【ご注意いただきたいこと－賠償事故３】
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被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対して
その損害の賠償をした場合、または被害者が承諾した場合に限ら
れます。

Ⅳ．個人情報についての重要事項等のご説明

※保険契約にお申し込みいただいた方（ご加入者）以外に保険の保
障を受けられる方（被保険者等）がいらっしゃる場合には、その
方にもここに記載されたことがらをお伝えください。

■情報のお取扱いについて
学生賠償責任保険（日常生活個人賠償責任補償特約付帯こども

総合保険、施設・生産物賠償責任保険）のご加入にあたり、全国
大学生協共済生活協同組合連合会にご提供されました個人情報に
つきましては、引受保険会社である共栄火災海上保険株式会社お
よび三井住友海上火災保険株式会社に提供されます。

■引受保険会社における情報のお取扱いについて
⑴ 情報の利用目的について
引受保険会社は、全国大学生協共済生活協同組合連合会から

提供された情報につきまして、保険制度の健全な運営とサービ
スの提供等のため、次の目的の達成に必要な範囲内において利
用いたします。
①保険契約の引受、保険金の支払その他の保険契約の履行およ
び付帯サービスの提供

②保険事故の調査（医療機関・当事者等の関係先に対する照会
等を含みます。）

③

⑵ 情報の第三者提供について
引受保険会社は、全国大学生協共済生活協同組合連合会から

提供された情報につきまして、保険制度の健全な運営のため、
個人情報の保護に関する法律その他の法令等に規定されている
場合のほか、次の場合について第三者に提供します。
①本保険契約（学生賠償責任保険）に関し、上記⑴情報の利用
目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先（保険代理
店を含みます。）、医師、面接士、調査会社、他の保険会社、
金融機関等に対して提供する場合

②保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払および不適切な
保険金の請求等を防止するため、損害保険会社等の間におい
て、保険契約、保険事故、保険金請求または保険金支払等に
関する情報を交換する場合

③再保険契約の締結または再保険金の受領等のため、再保険取
引先に対して再保険契約上必要な情報を提供する場合

⑶ 共同利用について
引受保険会社は、全国大学生協共済生活協同組合連合会から

提供された情報につきまして、次の場合について共同利用します。

引受保険会社と引受保険会社のグループ会社およびこれら
の提携先企業の保険商品・各種サービスの提供・案内
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①保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払および不適切な
保険金の請求等を防止するため、保険契約に関する情報を一
般社団法人日本損害保険協会に登録のうえ、損害保険会社等
の間において共同利用する場合

（ 

なお、個人情報全般に関する詳細内容は、引受保険会社各社の
ホームページをご覧ください。
共栄火災海上保険株式会社 http://www.kyoeikasai.co.jp/
三井住友海上火災保険株式会社 http://www.ms-ins.com/

Ⅴ．その他ご注意いただきたいこと

＜保険会社が破綻した場合等の保険金等のお取扱いについて＞
引受保険会社の経営が破綻した場合、または引受保険会社の業

務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となるおそれ
があるとして保険業法に基づく所定の手続きが行われた場合には、
保険金、解約返れい金等のお支払いが、一定期間凍結されたり、
金額が削減される等の支障が生じることがあります。
引受保険会社の経営が破綻した場合に備えて、「損害保険契約

者保護機構」があり、個人分野の保険を中心に、万一の場合に支
払われる保険金について補償することを重視して、破綻した損害
保険会社の契約者を保護することとなっております。
この保険の保険金、解約返れい金等は、次の割合により補償さ

れます。

②引受保険会社と引受保険会社のグループ会社およびこれら
の提携先企業との間で商品・サービス等の提供・案内のた
めに個人情報を共同して利用する場合
注）引受保険会社と引受保険会社のグループ会社およびこ
れらの提携先企業につきましては、引受保険会社各社の
ホームページをご覧ください。

（注１）破綻保険会社の財産状況により、上記の補償割合を上回る
補償が可能である場合は、当該財産状況に応じた補償割合により
給付を受けることができます。

（※）保険期間が５年超の場合は90％から追加で引き下げが行わ
れることがあります。

保険種類 保険期間 保 険 金
（事故発生時の補償）

解 約
返れい金等

こども総合保険
（特約を含む）

１年以内
破綻後３か月
以内の保険事故

３か月
経過後 80％

100％ 80％
１ 年 超 90％（※）
１年以内
お よ び
１ 年 超

破綻後３か月
以内の保険事故

３か月
経過後

３か月
経過後

100％ 80％ 80％
賠償責任保険
施設・生産物



適用される保険約款・特約



─ ─

─ ─

─ ─



アシスタンスサービスのご案内

─ ご利用にあたって ─
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Ⅰ．制度の概要

１．「扶養者死亡保障保険」は、「学業費用補償特約」と「疾病に
よる学業費用補償特約」を付帯したこども総合保険で構成され
ています。加入者（被保険者）の扶養者が保険期間中に疾病を
発病し、その直接の結果として死亡されたときや、扶養者が急
激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、その直接の結果と
して死亡されたときや重度の後遺障害に認定されたときなど、
加入者（被保険者）を扶養できない状態となった場合に、支払
対象期間中に毎年必要となる学資費用を保険金額を上限に保障
します。また、急激かつ偶然な外来の事故により加入者（被保
険者）が亡くなられた場合に10万円（１口加入の場合）を保障
します。
２．組合員脱退等による場合の終了

生協脱退等により組合員資格を喪失した場合には、契約は終
了となります。（生協脱退等には手続きが必要となります。）
３．変更および解約の手続き

ご加入内容を変更および解約する場合には、「変更申込書」
の提出が必要となります。
４．加入者（被保険者）となれる方

全国大学生協共済生活協同組合連合会の会員（※）の組合員
であり、保険期間の満了日において、満23歳未満であるか、学
校教育法に定める学校（大学・専門学校など）の学生の方とな
ります。

（※）全国大学生協共済生活協同組合連合会の会員
⑴ 消費生活協同組合法（以下「生協法」という。）により
設立された大学等の学生・院生及び教職員を主たる組合員
とする生活協同組合
⑵ 前号に該当する生活協同組合が事業の共同を目的として
生協法により設立した消費生活協同組合及び消費生活協同
組合連合会
⑶ 他の法律により設立された協同組織体で、生協法第２条
第１項各号に掲げる要件を備え、かつ、生活協同組合の行
う事業と同種の事業を行うことを目的とするもの

全国大学生協共済生活協同組合連合会
定款 第２章第６条（会員の資格）より





Ⅱ．保障内容のあらまし（詳しくは保険約款をご覧ください。）

１．傷害事故の場合
⑴ 保険金をお支払いする場合

⑵ お支払いする保険金の内容

⑶ 保険金をお支払いできない主な場合



２．扶養者死亡等による学資費用の場合
⑴ 保障対象者（被保険者）の範囲

⑵ 保険金をお支払いする場合





⑷ 保険金をお支払いできない主な場合





【保険金ご請求の手続きについて】

【ご注意いただきたいこと－傷害事故】
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【ご注意いただきたいこと－扶養者死亡等による学資費用】
学資費用保険金（傷害死亡、傷害重度後遺障害、疾病死亡）を

ご請求いただいた場合は、共栄火災の指定する医師が作成した扶
養者の診断書または死体検案書の提出を求めることがあります。
（これらの費用は共栄火災が負担します。）

Ⅳ．個人情報についての重要事項等のご説明

※保険契約にお申込みいただいた方（ご加入者）以外に保険の保
障を受けられる方（被保険者等）がいらっしゃる場合には、そ
の方にもここに記載されたことがらをお伝えください。

■情報のお取扱いについて
扶養者死亡保障保険（学業費用補償特約・疾病による学業費

用補償特約付帯こども総合保険）のご加入にあたり、全国大学
生協共済生活協同組合連合会にご提供されました個人情報につ
きましては、引受保険会社である共栄火災海上保険株式会社、
損害保険ジャパン日本興亜株式会社および東京海上日動火災保
険株式会社に提供されます。

■引受保険会社における情報のお取扱いについて
⑴ 情報の利用目的について
引受保険会社は、全国大学生協共済生活協同組合連合会か

ら提供された情報につきまして、保険制度の健全な運営と
サービスの提供等のため、次の目的の達成に必要な範囲内に
おいて利用いたします。
①保険契約の引受、保険金の支払その他の保険契約の履行お
よび付帯サービスの提供

②保険事故の調査（医療機関・当事者等の関係先に対する照
会等を含みます。）

⑵ 情報の第三者提供について
引受保険会社は、全国大学生協共済生活協同組合連合会か

ら提供された情報につきまして、保険制度の健全な運営のた
め、個人情報の保護に関する法律その他の法令等に規定され
ている場合のほか、次の場合について第三者に提供します。
①本保険契約（扶養者死亡保障保険）に関し、上記⑴情報の
利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先（保
険代理店を含みます。）、医師、面接士、調査会社、他の保
険会社、金融機関等に対して提供する場合

②保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払および不適切
な保険金の請求等を防止するため、損害保険会社等の間に
おいて、保険契約、保険事故、保険金請求または保険金支
払等に関する情報を交換する場合

③再保険契約の締結または再保険金の受領等のため、再保険
取引先に対して再保険契約上必要な情報を提供する場合

③引受保険会社と引受保険会社のグループ会社およびこれら
の提携先企業の保険商品・各種サービスの提供・案内
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⑶ 共同利用について
引受保険会社は、全国大学生協共済生活協同組合連合会か

ら提供された情報につきまして、次の場合について共同利用
します。
①保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払および不適切
な保険金の請求等を防止するため、保険契約に関する情報
を一般社団法人日本損害保険協会に登録のうえ、損害保険
会社等の間において共同利用する場合

 

なお、個人情報全般に関する詳細内容は、引受保険会社各
社のホームページをご覧ください。
共栄火災海上保険株式会社 http://www.kyoeikasai.co.jp/
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 http://www.sjnk.co.jp/

東京海上日動火災保険株式会社 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

Ⅴ．その他ご注意いただきたいこと

＜保険会社が破綻した場合等の保険金等のお取扱いについて＞
引受保険会社の経営が破綻した場合、または引受保険会社の業

務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となるおそれ
があるとして保険業法に基づく所定の手続きが行われた場合には、
保険金、解約返れい金等のお支払いが、一定期間凍結されたり、
金額が削減される等の支障が生じることがあります。
引受保険会社の経営が破綻した場合に備えて、「損害保険契約

者保護機構」があり、個人分野の保険を中心に、万一の場合に支
払われる保険金について補償することを重視して、破綻した損害
保険会社の契約者を保護することとなっております。
この保険の保険金、解約返れい金等は、次の割合により補償さ

れます。

保険種類 保険期間 保 険 金
（事故発生時の補償）

解 約
返れい金等

こども総合保険
（特約を含む）

１年以内
破綻後３か月
以内の保険事故

３か月
経過後 80％

100％ 80％
１ 年 超 90％（※）

 

②引受保険会社と引受保険会社のグループ会社およびこれ
らの提携先企業との間で商品・サービス等の提供・案内
のために個人情報を共同して利用する場合

（注）引受保険会社と引受保険会社のグループ会社および
これらの提携先企業につきましては、引受保険会社各社
のホームページをご覧ください。

（※）保険期間が５年超の場合は90％から追加で引き下げが行
われることがあります。
注１）破綻保険会社の財産状況により、上記の補償割合を上回（



保険約款・特約名 傷害死亡 学資費用 該 当
ページ

こども総合保険普通保険約款 ○ ─ 39

死亡保険金のみの支払特約 ○ ─ 63

育英費用補償対象外特約 ○ ─ 63

賠償責任補償対象外特約 ○ ─ 63

訴訟の提起に関する特約 ○ ○ 64

条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 ○ ○ 64

長期保険特約 ○ ○ 64

保険料支払に関する特約 ○ ○ 67

共同保険に関する特約 ○ ○ 67

学業費用補償特約 ─ ○ 94

疾病による学業費用補償特約 ─ ○ 99

進学費用補償対象外特約 ─ ○ 104

適用される保険約款・特約

（ 注２）保険契約の移転の際に、補償割合までの削減に加え、保
険契約を適正、安全に維持するために、契約条件の算定基礎と
なる基礎率（予定利率、予定損害率、予定事業費率）が変更さ
れる可能性があります。また、保険契約の継続のための保険集
団の維持の観点から、早期解約控除制度（通常の解約控除とは
別に、一定期間特別な解約控除を行うことをいいます。）が設
けられる可能性があります。

＜共同保険のご説明＞

る補償が可能である場合は、当該財産状況に応じた補償割合に
より給付を受けることができます。

こども総合保険普通保険約款には、①死亡保険金、②後遺障害保
険金、③入院保険金、④手術保険金、⑤通院保険金、⑥育英費用保
険金および⑦賠償責任保険金に関する規定がありますが、扶養者死
亡保障保険では「死亡保険金のみの支払特約」、「育英費用補償対象
外特約」および「賠償責任補償対象外特約」を付帯することにより
普通保険約款における②から⑦の保険金はお支払いできません。
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扶養者死亡保障保険は、共栄火災海上保険株式会社を幹事保険
会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社・東京海上日動火災保
険株式会社を非幹事保険会社とする共同保険契約です。複数の保
険会社による共同保険契約につきましては、各引受保険会社は、そ
れぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上
の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理
・代行を行います。なお、各引受保険会社の引受割合につきまして
は、取扱代理店または共栄火災にご照会、ご確認いただけます。



＜学生賠償責任保険・扶養者死亡保障保険共通＞

こども総合保険普通保険約款

第１章 傷害補償条項
第１条（用語の定義）

用 語 定 義

（注１）



（注２） （注３）
（注１）

（注２）

（注３）

（注） （注）

（注 ）

第２条（保険金を支払う場合）

第３条（保険金を支払わない場合─その１）

（注１）

（注２）

（注３）



（注４）

（注５） （注５） （注６）

（注１）

（注２）

（注３）
（注４）

（注５）
（注６）

（注１）
（注２）

（注１）
（注２）

第４条（保険金を支払わない場合─その２）

（注１）
（注１）

（注２） （注１）
（注２） （注１）
（注１） （注２）

（注１）
（注１）

（注１）

（注２）

第５条（死亡保険金の支払）

（注）
（注）





（注１）
（注２）

（注１）

（注２）

第９条（通院保険金の支払）

（注）

（注）

（注）

（注）

第10条（死亡の推定）

第11条（他の身体の障害または疾病の影響）

第12条（事故の通知）



第13条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）

（注１） （注２）

（注１）
（注２）

第14条（代位）

第２章 育英費用補償条項
第１条（用語の定義）

用 語 定 義

（注） （注）

（注）

第２条（保険金を支払う場合）



第３条（保険金を支払わない場合）

（注１）

（注２）

（注３）

（注４） （注４） （注５）

（注１）

（注２）
（注３）

（注４）
（注５）

第４条（保険金の支払額）

第５条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）



第６条（死亡の推定）

第７条（扶養者の変更）

第８条（育英費用補償条項の失効）

第９条（事故の通知）

（注）

（注）

第10条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）

（注１） （注２）

（注１）
（注２）

第11条（代位）

第３章 賠償責任補償条項
第１条（用語の定義）



用 語 定 義

（注）
（注）

（注）

（注）

第２条（保険金を支払う場合）

第３条（保険金を支払わない場合─その１）

（注１）

（注２）

（注３） （注３） （注４）

（注１）

（注２）

（注３）
（注４）
第４条（保険金を支払わない場合─その２）

（注）



（注）
第５条（被保険者の範囲）

第６条（個別適用）

第７条（支払保険金の範囲）

第８条（保険金の支払額）

（注１） （注２）

（注１）
（注２）

第９条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）



第10条（事故発生時の義務）

（注１）

（注２）

（注１）
（注２）

第11条（事故発生時の義務違反）

（注）

（注）

第12条（当会社による解決）

第13条（先取特権）
（注）

（注）

（注１）

（注２）



（注１）
（注２）

（注）
（注）

（注）

第14条（代 位）
（注）

（注）

第４章 基本条項
第１条（用語の定義）

用 語 定 義

（注）
（注）

第２条（保険責任の始期および終期）
（注）

（注）



第３条（告知義務）

（注）

（注）

第４条（職業または職務の変更に関する通知義務）

（注）

（注）

（注）

（注）

（注）

（注）

第５条（保険契約者の住所変更）

第６条（保険契約の無効）



（注）

（注）

第７条（保険契約の失効）

第８条（保険契約の取消し）

第９条（保険契約者による保険契約の解除）

第10条（重大事由による解除）

（注）
（注）

（注）
（注）

（注）

（注）

）

（注）

（注）

（注１）

（注１）
（注２）

（注２）

（注１）

（注２）



第11条（被保険者による保険契約の解除請求）

（注）

（注）

（注）

（注）

（注）

（注）

（注）

（注）

（注）

（注）

（注）

第12条（保険契約解除の効力）

第13条（保険料の返還または請求─告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等
の場合）

（注１）

（注１） （注２）

（注１）

（注２）



（注）

（注）

（注）

（注）

第14条（保険料の返還─無効または失効の場合）

第15条（保険料の返還─取消しの場合）

第16条（保険料の返還─解除の場合）

（注１）

（注２）

（注１）
（注２）

（注）

（注）



（注１） （注２）

（注１）
（注２）

（注１） （注２）

（注１）
（注２）

第17条（保険金の請求）

（注）

（注）

（注）



第18条（保険金の支払時期）
（注）

（注）

（注１）
（注２）

（注３）

（注１）

（注２）
（注３）

（注）

（注）

第19条（時効）

第20条（死亡保険金受取人の変更）



（注）

（注）

第21条（保険契約者の変更）

第22条（保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い）

第23条（契約内容の登録）

第24条（被保険者が複数の場合の約款の適用）

第25条（訴訟の提起）

第26条（準拠法）



別表１

第１章傷害補償条項第４条（保険金を支払わない場合─その２）①の運動等

（注１）

（注１）

（注２） （注３）

（注２）
（注３）

（注４）

（注４）

別表２

第１章傷害補償条項第４条（保険金を支払わない場合─その２）②の職業

（注１）

（注１）

（注２）

（注２）

（注３）

（注３）

別表３

後遺障害等級表

（注１）

（注１）



（注１）

（注２）

（注１）

（注３）

（注１）

（注４）

（注１）

（注２）

（注１）

（注２）

（注３）

（注５）

（注１）

（注２）

（注３）



（注４）

（注１）
（注１）

（注２）

（注３）
（注４）

（注５）

（注１）

（注３）

（注４）

（注２）
（注５）

（注２）
（注３）

（注４）
（注４）

（注４）
（注５）





（注１）
（注７）

（注２）

別表５

短 期 率 表

別表６

保険金請求書類

（注１）
（注１）

（注２）
（注 ２）

（注 ３）



（注１）
（注２）

（注１）
（注２）

死亡保険金のみの支払特約
第１条（死亡保険金のみの支払）

第２条（普通保険約款の読み替え）

育英費用補償対象外特約

賠償責任補償対象外特約



訴訟の提起に関する特約

条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第１条（戦争危険等免責の一部修正）

（注１）
（注２）

（注１）

（注２）

第２条（特約の解除）
（注１）

（注２）

（注１）

（注２）

第３条（特約解除の効力）

長期保険特約
第１条（用語の定義）

用 語 定 義

第２条（この特約の適用条件）

第３条（保険料の払込方法）



第４条（保険料払込み前の事故の取扱い）

第５条（保険料の返還または請求─職業または職務の変更に関する通知義務の場合）
（注１）

（注１） （注２）

（注１）

（注２）

第６条（保険料の返還─失効の場合）

第７条（保険料の返還─解除の場合）

第８条（保険料の返還または請求─料率改定の場合）

第９条（普通保険約款の読み替え）

（注）







第５条（保険契約者等の行為の効果）

＜学生賠償責任保険のみに適用する特約＞
天災補償特約

第１条（保険金を支払う場合）

第２条（普通保険約款の読み替え）

（注１）
（注２）

（注３）

（注１）

（注２）
（注３）

日常生活個人賠償責任補償特約
第１条（用語の定義）



用 語 定 義

（注）
（注）

（注）

（注）

第２条（保険金を支払う場合）

第３条（保険金を支払わない場合─その１）

（注１）

（注２）

（注３） （注３） （注４）

（注１）

（注２）

（注３）
（注４）

第４条（保険金を支払わない場合─その２）

（注）



（注）

第５条（被保険者の範囲）

第６条（個別適用）

第７条（支払保険金の範囲）

第８条（保険金の支払額）

（注１） （注２） （注３）

（注１）
（注２）



（注３）

第９条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）

第10条（事故発生時の義務）

（注１）

（注２）

（注１）
（注２）

第11条（事故発生時の義務違反）

（注）

（注）

第12条（当会社による援助）
（注）



（注）

第13条（当会社による解決）
（注１）

（注２）

（注１）

（注２）

第14条（損害賠償請求権者の直接請求権）
（注）

（注）

（注）

（注）

（注）



（注）

（注）

（注）

第15条（損害賠償責任解決の特則）

第16条（保険金の請求）

（注１）
（注２）

（注１）
（注２）

（注）

（注）
（注）



第17条（保険金の支払時期）
（注）

（注）

（注１）
（注２）

（注３）

（注１）
（注２）
（注３）

（注）

（注）

第18条（先取特権）
（注）

（注）

（注１）

（注２）



（注１）
（注２）

（注）
（注）

（注）
第19条（損害賠償額の請求および支払）

（注１） （注
２）

（注１）
（注２）

（注）

（注）

（注）

（注）



（注）

（注１）
（注２）

（注３）

（注１）
（注２）
（注３）

（注）

（注）

第20条（損害賠償額請求権の行使期限）

第21条（代 位）
（注）

（注）

第22条（普通保険約款の適用除外）

第23条（普通保険約款の読み替え）



第24条（重大事由解除に関する特則）

第25条（準用規定）

日常生活個人賠償責任補償特約の
一部変更に関する特約（受託品補償拡大型）

第１条（用語の定義）

用 語 定 義

（注）
（注）

（注）

（注）

（注１）

（注２）
（注１）
（注２ ）



第２条（日常生活個人賠償責任補償特約の読み替え）

用 語 定 義

（注）
（注）

第２条（保険金を支払う場合）

第３条（保険金を支払わない場合─その１）

（注１）

（注２）

（注３） （注３） （注
４）

（注１）



（注２）

（注３）
（注４）

（注１）

（注２）

（注３）

（注４） （注４） （注
５）

（注１）

（注２）
（注３）

（注４）
（注５）

第４条（保険金を支払わない場合─その２）

（注）



（注）

（注１）

（注２）

（注１）

（注２）

（注１） （注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６）

（注７）



（注１）
（注２）
（注３）
（注４）

（注５）
（注６）
（注７）

（注１） （注２）

（注３）

（注４）

（注１）

（注２）
（注３）
（注４）

（注１）

（注１ ）

第10条（事故発生時の義務）



（注１）

（注２）

（注１）
（注２）

第11条（事故発生時の義務違反）

（注）

（注）

（注１） （注２）



（注１）
（注２）

傷害見舞費用補償特約
第１条（用語の定義）

用 語 定 義

（注）
（注）

（注）

（注）

（注） （注）

（注）



第２条（保険金を支払う場合）

第３条（保険金を支払わない場合─その１）

（注１）

（注２）

（注３） （注３） （注４）

（注１）

（注２）

（注３）
（注４）

（注１）
（注２）

（注１）
（注２）

第４条（保険金を支払わない場合─その２）

第５条（被保険者の範囲）

第６条（個別適用）

第７条（死亡見舞費用保険金の支払）

（注）





（注）

（注）

第11条（当会社の責任限度額）

第12条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）

第13条（事故の通知）

（注）

（注）

第14条（保険金の請求）



（注）

（注）
（注）

第15条（保険金の支払時期）
（注）

（注）

（注１）
（注２）

（注３）

（注１）
（注２）
（注３）

（注）



（注）

第16条（普通保険約款の適用除外）

第17条（普通保険約款の読み替え）

第18条（重大事由解除に関する特則）

第19条（準用規定）

本人のみ補償特約（傷害見舞費用補償特約用）

救援者費用等補償特約（疾病補償追加型）
第１条（用語の定義）

用 語 定 義



（注）

（注）

（注） （注）

（注）

（注）
（注）

第２条（保険金を支払う場合）

第３条（費用の範囲）

（注）



（注）

第４条（保険金を支払わない場合）

（注１）

（注２）

（注３）

（注４） （注４） （注５）

（注６）

（注７） （注８）

（注９）

（注１）

（注２）
（注３）

（注４）
（注５）
（注６）

（注７）
（注８）
（注９）

（注１）
（注２）



（注１）
（注２）

第５条（保険金の支払額）

（注）

（注）

（注）

（注）

第６条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）

第７条（事故の通知）

（注）

（注）

第８条（保険金の請求）



（注）

（注）

（注）

第９条（保険金の支払時期）
（注）

（注）

（注１）
（注２）

（注３）



（注１）

（注２）
（注３）

（注）

（注）

第10条（代位）

第11条（普通保険約款の適用除外）

第12条（普通保険約款の読み替え）

（注）

第13条（重大事由解除に関する特則）



第14条（準用規定）

＜扶養者死亡保障保険のみに適用する特約＞
学業費用補償特約

第１条（用語の定義）

用 語 定 義

（注）
（注）

（注）
（注）

（注） （注）

（注）

第２条（保険金を支払う場合）



第３条（保険金を支払わない場合）

（注１）

（注２）

（注３）

（注４） （注４） （注５）

（注１）

（注２）
（注３）



（注４）
（注５）

第４条（学資費用保険金の支払）

第５条（進学費用保険金の支払）

第６条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）

第７条（死亡の推定）

第８条（扶養者の変更）

第９条（特約の失効）

第10条（事故の通知）

（注）

（注）



第11条（保険金の請求）

（注）

（注）
（注）

第12条（保険金の支払時期）
（注）



（注）

（注１）
（注２）

（注３）

（注１）

（注２）
（注３）

（注）

（注）

第13条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）

（注１） （注２）

（注１）
（注２）

第14条（代 位）

第15条（普通保険約款の適用除外）

第16条（普通保険約款の読み替え）



（注）

第17条（重大事由解除に関する特則）

第18条（準用規定）

疾病による学業費用補償特約
第１条（用語の定義）

用 語 定 義

（注）
（注）

（注）

（注）



（注）
（注）

第２条（保険金を支払う場合）

第３条（保険金を支払わない場合）

（注１）

（注２）
（注３） （注３） （注４）

（注１）

（注２）

（注３）
（注４）

第４条（学資費用保険金の支払）

第５条（進学費用保険金の支払）

第６条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）



第７条（保険責任の始期および終期）

第８条（保険期間と支払責任の関係）

第９条（扶養者の変更）

第10条（特約の失効）

第11条（事故の通知）

（注）

（注）



第12条（保険金の請求）

（注）

（注）

（注）

第13条（保険金の支払時期）
（注）



（注）

（注１）
（注２）

（注３）

（注１）

（注２）
（注３）

（注）

（注）

第14条（当会社の指定する医師が作成した死体検案書の要求）

（注１）
（注２）

（注１）
（注２）

第15条（代 位）

第16条（告知義務に関する特則）
（注）

（注）

第17条（普通保険約款の適用除外）

第18条（普通保険約款の読み替え）



（注）

第19条（重大事由解除に関する特則）

第20条（準用規定）

進学費用補償対象外特約



＜学生賠償責任保険のみに適用する約款＞
賠償責任保険普通保険約款

第１条（用語の定義）

用 語 定 義

（注）
（注）

第２条（保険金を支払う場合）

第３条（保険金を支払わない場合）

（注１）

（注２）

（注３）

（注１）

（注２）



（注３）

第４条（保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額）

（注１）（注２）

（注１）

（注２）

（注１）
（注２）

（注３）

（注１）
（注２）
（注３）

（注）

（注）

第５条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）

（注）
（注）

（注）



第６条（保険責任の始期および終期）
（注）

（注）

第７条（告知義務）

（注）

（注）

第８条（通知義務）
（注）

（注）

（注）

（注）



第９条（保険契約者の住所変更）

第10条（保険契約の無効）

第11条（保険契約の取消し）

第12条（保険契約の解除）

（注）

（注）

第13条（重大事由による解除）

（注）
（注）

（注）
（注）

（注）

（注）

（注）

（注）

（注）

（注）



第14条（保険契約解除の効力）

第15条（保険料の精算）

（注）

（注）

第16条（保険料の返還または請求─告知義務・通知義務等の場合）

（注）

（注）

（注）

（注）

第17条（保険料の返還─無効または失効の場合）



第18条（保険料の返還─取消しの場合）

第19条（保険料の返還─解除の場合）

（注１）

（注２）

（注１）
（注２）

第20条（事故発生時の義務）

（注１）

（注２）

（注１）
（注２）

第21条（事故発生時の義務違反）

（注）

（注）



第22条（当会社による解決）

第23条（先取特権）
（注）

（注）

（注１）

（注２）

（注１）
（注２）

（注）
（注）

（注）

第24条（損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整）

第25条（保険金の請求）

（注１）
（注２）



（注１）
（注２）

（注）

（注）

（注）

第26条（保険金の支払時期）
（注）

（注）

（注１）
（注２）

（注３）

（注１）

（注２）
（注３）



（注）

（注）

第27条（時効）

第28条（代位）
（注）

（注）

第29条（保険契約者の変更）

第30条（保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い）

第31条（訴訟の提起）

第32条（準拠法）

附 則

（注）
（注）

（注）



別表 短期率表

施設所有（管理）者特別約款
第１条（用語の定義）

用 語 定 義

第２条（当会社の支払責任）

第３条（保険金を支払わない場合）

（注１）

（注２） （注
３）

（注１）
（注２）
（注３）

第４条（普通保険約款との関係）

生産物特別約款
第１条（用語の定義）

用 語 定 義

第２条（当会社の支払責任）

第３条（保険金を支払わない場合）



第４条（普通保険約款との関係）

施設所有（管理）者特別約款追加特約（学賠用）

生産物特別約款追加特約
第１条（用語の定義）

用 語 定 義

（注）
（注）

第２条（当会社の支払責任）

第３条（１事故の定義）

第４条（回収費用等補償対象外）



第５条（不良完成品等補償対象外）

第６条（普通保険約款等との関係）

ＬＰガス販売業務補償対象外特約
第１条（用語の定義）

用 語 定 義

第２条（保険金を支払わない場合）

（注）
（注）

油濁損害補償対象外特約
第１条（用語の定義）

用 語 定 義

第２条（保険金を支払わない場合）

第３条（普通保険約款等との関係）

原子力危険補償対象外特約

（注）



（注）

石綿損害等補償対象外特約
第１条（保険金を支払わない場合－その１）

第２条（保険金を支払わない場合－その２）

廃棄物補償対象外特約

汚染危険補償対象外特約
第１条（保険金を支払わない場合）

（注）

（注）
第２条（処理費用等の補償対象外）

被障害者の間接損害補償対象外特約
第１条（用語の定義）

用 語 定 義

第２条（保険金を支払わない場合）

効能不発揮損害補償対象外特約

職業性疾病等補償対象外特約
第１条（用語の定義）

用 語 定 義



第２条（保険金を支払わない場合）

漏水補償特約（施設用）

学生賠償責任補償特約
第１章 共通条項

第１条（用語の定義）

用 語 定 義

（注）
（注）

第２条（本特約の目的）

第３条（被保険者の範囲）

第４条（保険金を支払わない場合）

（注）
（注）



（注）

第５条（国外における補償）

第６条（適用する特約）

第７条（普通保険約款等との関係）

第２章 施設所有（管理）者賠償責任補償条項
第１条（当会社の支払責任）

施設所有（管理）者賠償責任補償条項に関する特則
※ この特則は、第２章 施設所有（管理）者賠償責任補償条項の特則として適用されま
す。

第１条（用語の定義）

用 語 定 義

第２条（当会社の支払責任）

（注）

（注）

第３条（被保険者の範囲）

第４条（支払限度額）

第５条（保険金を支払わない場合）



第３章 生産物賠償責任補償条項
第１条（用語の定義）

用 語 定 義

第２条（当会社の支払責任）

第３条（支払限度額）

別表１

人格権侵害補償特約（学生賠償責任保険用）
第１条（用語の定義）

用 語 定 義



第２条（当会社の支払責任）

第３条（保険金を支払わない場合）

（注）

（注）
第４条（支払限度額）

第５条（普通保険約款等との関係）

不良完成品等損害補償特約

保険料支払に関する特約
第１条（保険料の払込み）

第２条（保険料払込前の事故）

第３条（保険料不払による保険契約の解除）

第４条（保険契約解除の効力）




